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９－１－４ パイロットプロジェクトの実施 

９－１－４－１ 樹木対策技術 

（１）ツタ防止対策 

１）ツタガードの取り付け箇所の選定と現状把握 

A. ツタガードの取り付け実績 

ネッケン送電線への取り付けに必要な数量のツタガード（電柱用：80 枚・支線用：90 本）を

2017 年 11 月に調達した（図 9-1-4-1.1）。この材料を、あらかじめ選定していた候補電柱に取り

付けた（2017 年 12 月に PPUC が取り付けを完了）。 

 

図 9-1-4-1.1 (a)電柱用ツタガード            (b)支線用ツタガード 

B. ツタガード取り付け後の変化 

2018 年 4 月（取り付けから 3~4 か月後）に、電柱・支線へのツタの巻き上がり状況を調査し

た。調査箇所は、アイメリーク発電所からコンパクト道路に至る区間（ネッケン送電線とアイメ

リーク発電所～マラカル発電所の連系送電線が同一電柱に併架された重要区間）をサンプルと

して調査した。 

その結果、ツタガードの取り付け箇所では地表面にはツタが繁茂しているものの、電柱・支線

にはともにツタの巻き上がりがないことを確認した。 

さらに、ツタガード取り付け後、約 6 か月後および、約 12 か月月後に現場調査によりツタの

巻きつき防止効果を確認した。 

ツタガード取り付け箇所には、ツタの巻きつきはほとんど見られなかった（図 9-1-4-1.2）。1 か

所の支線で若干の巻きつきがみられたが、ツタの生長先端は既に枯死していることから、それ以

上の生長はないものと考えられる（図 9-1-4-1.3）。 
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図 9-1-4-1.2 電柱付近のツタの状況 図 9-1-4-1.3 支線への巻きつき状況 

C. ツタガード取り付けの効果 

ツタが巻き上がってない電柱付近のツタの状況を図 9-1-4-1.4 に示す。ツタは、ツル成長の先

端がツタガードに接触すると枯死状態となり（図 9-1-4-1.5）、電柱・支線に取りつくことができ

ないことから、巻き上がることができないものと考えられる。図 9-1-4-1.6 は支線用ツタガード

の直下までツタが成長しているが、支線には巻き上がっていない状況を示している。 

図 9-1-4-1.7 は、ツタガードを取り付けた電柱に取り付け対象外の電線（廃棄されたもの）が

垂れ下がっている状況である。廃棄電線にはツタの巻き上がり（1.7m 程度）があるが電柱には

巻き上がっていない。これらの図からツタガードの有無の顕著な差が確認できる。 

図 9-1-4-1.8 はツタガードの取り付がない支線へのツタの巻き上がり状態を示している。これ

は、2017 年 11 月以降のツタの変化と見ると 2018 年 4 月までに 3～4ｍの生長見ることができる。

このような成長速度のツタに対し、ツタガードは巻き上がりを防止できているものと考えられ

る。 

 

図 9-1-4-1.4 ツタの繁茂状況 図 9-1-4-1.5 先端が枯死したツル 
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図 9-1-4-1.6 ツタの巻き上がり阻止状況 

 

  
図 9-1-4-1.7 ツタガードを避けた成長 図 9-1-4-1.8 ツタガードの取り付がない

支線での成長 

D. ツタの生長速度と巡視頻度 

ツタガードの取り付けがない個所においては、約 6 か月経過後に図 3 に示すようなツタの生

長がみられる。図 9-1-4-1.9 から、ツタは 6 か月間で 3～4ｍの生長があることが分かる。このよ

うな生長速度のツタに対し、ツタガードは十分な巻きつき阻止効果があることが分かる。 

このようなことから、ツタガード取り付け箇所だけに限っては、巡視間隔は 6 か月に設定して

も問題はないと考えられる。 

しかし、図 9-1-4-1.7 や図 9-1-4-1.9 (a)に示すような状況では、電柱の付近にツタガードを迂回

するルートになり得る樹木や支持物がある場合は、それを伝って電柱に巻きつく可能性がある

ことが分かった。このような箇所に対しては、ツタガードの取り付け位置を工夫する必要がある。 

このようなケースを発見するため、PDD では 34.5kV 送電線の樹木一般にたいする巡視を 1 月

間隔で実施している。したがって、ツタガード取り付け箇所の巡視も樹木一般に関する巡視に含

めて実施することができる。 
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（a）電柱の迂回ルートで生長 (b) 支線への巻きつき状況 

図 9-1-4-1.9 ツタの生長状況（ツタガード取り付けなし） 

E. 管理資料活用の定着 

PPUC は、ツタガードの取り付け月後から、1 回/月の頻度で取り付け箇所ツタの巻き上がり状

況を巡視・点検した。この時の結果の一部を図 9-1-4-1.10 に示す。結果のデータは、ツタガード

取付けの前後で大きな変化がなかったことから、巡視・点検日だけが記入されている。状況写真

は撮影されていない。このように、ツタ接触対策としての定期的管理業務は、定着する方向で実

施されている。 

 

図 9-1-4-1.10 ツタガードの取り付箇所の管理表 

なお、この巡視・点検を実施する場合、電柱番号（対象設備確認のための基本的情報）がほと

んどの電柱で消失してしまっているので、不特定の担当者による継続的管理が困難な状態にな

っている。この問題点は、PPUC の送配電設備全般にわたる問題であり、設備の継続的・的確な

管理や的確な系統運用を行うためには、早急に解決する必要がある。 

PALAU PUBLIC UTILITIES CORPORATION

POWER DISTRIBUTION DIVISION

Management table of vine prevention material

Date: 2017/11/28 Supervisor:

Growing
Eff
Ma

Date 1st
survey

Length from
hardware

Date 2nd
survey

Length from
hardware

Date 3rd
survey

Length from
hardware

Length/week

83-B POLE 2017/11/28 34FT 9-Jan-18
86-B POLE 2017/11/28 28FT 9-Jan-18
97-B GUY 2017/11/28 42FT 9-Jan-18
94 POLE 2017/11/28 43FT 9-Jan-18
107 GUY 2017/11/28 38FT 9-Jan-18
119 POLE 2017/11/28 28FT 9-Jan-18
128 POLE 2017/11/28 38FT 9-Jan-18
129 POLE 2017/11/28 28FT 9-Jan-18
131 GUY 2017/11/28 38FT 9-Jan-18
132 POLE 2017/11/28 35FT 9-Jan-18
142 GUY 2017/11/28 15FT 9-Jan-18
144 GUY 2017/11/28 10FT 9-Jan-18

Line/Location: NEKKEN SUBSTATION TO KOKUSAI SUBSTATION ROBERT PA

Pole
No. Location/ID

Equipment
(Pole or
Guywire)

Clearance from Conductors
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（２）過電流表示器による樹木接触多発区間の検出（事故発生傾向の把握） 

過電流表示器は事故による過電流が通過した場合に発光表示する機能を有する。これをネッ

ケン送電線（本パイロットプロジェクトの対象サイト）の線路に沿って設置することにより、事

故多発区間の検出を行なうものである。ネッケン送電線での設置箇所については PDD（配電部）

との事前調査（2017 年 12 月）により確認した。 

１）過電流表示器の調達・設置 

過電流表示器は 2018 年 8 月にパラオに到着し、PPUC が受領した。これを PDD がネッケン送

電線へ設置した。第 6 回（2018 年 10 月）渡航において、PDD メンバーと現場確認を行い適切に

設置されていることを確認した（ネッケン送電線への今回設置個数：合計 19 組×3 相＝57 個）。 

送電線への過電流表示器の取り付け状況を図 9-1-4-1.11 に示す。 

従来、ネッケン送電線は変電所に設置されている既存の過電流表示器（合計 16 組）により 16

区間（各変電所の区分、８区間を含む）に分割して事故区間検出を行なっていたが、今回新設分

と合わせて、35 区間に細分化して検出し事故発生傾向の分析ができる体制になった。 

 

図 9-1-4-1.11 過電流表示器の設置例（コクサイ変電所付近の線路） 

２）事故多発区間検出結果と業務実施の定着状況 

この取り組みを開始（2017 年 11 月）して以来 2018 年 4 月までに、ネッケン送電線の事故は

Transient Fault が 2 回発生しただけであった。そのうち、あらかじめ決定していた事故時対応手

順に従い過電流表示器の点検による事故区間検出と事故原因探索の巡視を行ったのは、1 回であ

った（原因は飛来した樹木の接触、図 9-1-4-1.12）。もう 1 回の事故時には、変電所オペレータか

らラインマンへの事故情報が伝達されなかったので、そのような対応はなされなかった。 
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図 9-1-4-1.12  飛来樹木（事故原因のイメージ） 

次に、既設の過電流表示器による事故多発区間の実績データ（2018 年 3 月以降 7 月 10 日まで

に発生したネッケン送電線の事故）を確認した。 

この間に発生した事故は、短時間停電（原因不明）が 5 件、一般の事故停電（原因：鳥獣接触）

が 1 件であった。2017 年 11 月以前の状況と比較すると短時間停電（原因不明）は大幅に減少し

ており、事故多発区間が検出できるほどの事故件数は発生していない。この要因は、樹木伐採の

確実な実施とツタガードの取り付けが寄与していると考えられる。 

ただし、上記 5 件の短時間停電（原因不明）のうち、PDD の作業員が原因特定のために出動

したのは 1 件だけであった。残りの 4 件では、事故情報が発電所オペレータから PDD の作業に

連絡さておらず、この業務運行ルールは十分に定着していないことが分かった。このことから、

短時間停電（原因不明）であっても事故情報の連絡を確実に実施するよう、発電所オペレータに

徹底した。 

ネッケン送電線での停電は、樹木伐採の確実な実施などにより大幅に減少しており、事故多発

区間が検出できるほどの事故件数は発生していない状況にはあるが、事故発生時の初動調査ル

ールの浸透も十分ではことから、引続き過電流表示器の活用の定着に向けた取り組みが必要で

ある。 
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９－１－４－２ 設備維持管理技術（パイロットプロジェクト 3） 

（１）設備巡視の実施 

１）予防保全に向けた巡視・点検の実施 

本プロジェクトでは、技術移転項目の一つとして予防保全に向けた PDCA サイクルに沿った

業務実施を提案している。PPUC は、この提案を受けて送配電線の幹線部分の定期巡視・点検を

2018 年 2 月から 3 月にかけて実施した。 

実施方法は、SCD Manager 以下４人で 1 チームとし、目視による詳細点検（望遠鏡を使用）を

行った。同時に、赤外線カメラで各種機材（柱上変圧器・電線・接続箇所）の温度上昇をチェッ

クした。 

点検を実施した幹線を表 9-1-4-2.1 に示す。 

表 9-1-4-2.1 定期巡視・点検を実施した幹線 

設  備 線  路  名 

34.5ｋV 送電線 アイメリーク発電所 ～ アイライ変電所 

 

13.8ｋV 配電線幹線 

アイライ―コロール 

マラカル―コロール 

ミュンズ 

２）巡視・点検結果 

前項で実施した定期巡視・点検の報告書例を図 9-1-4-2.1 に示す。また、その報告書に添付さ

れる点検結果の一覧表（抜粋）を表 2 に示す。表 2 は各電柱で発見された不具合（Remarks）と

今後対応すべき措置（Recommendation）が記入され、PDCA サイクルの次ステップで PDD が実

施すべき業務（修理・取替、詳細点検等）を示唆している。 

JICA 調査団は、表 9-1-4-2.2 の様式を踏まえ、不具合箇所の解消が完了するまでの対応状況が

追跡できるよう、報告書様式の改訂を提案した（表 9-1-4-2.3）。 

３）PDCA サイクルに対応した業務サイクルの定着 

表 9-1-4-2.2 の後半部分を拡大して表 9-1-4-2.4（a）に示す。また、表 9-1-4-2.3 の後半部分を拡

大して表 9-1-4-2.4（b）に示す。 

表 9-1-4-2.4（a）の後に付加した対応状況チェック表（表 9-1-4-2.4（b））により、巡視結果報

告書で指摘された不具合箇所の処理状況が管理されている。 

この帳票は共通サーバの中に保管され、SCD と PDD の関係者が共通して閲覧・アップデート

できる運行が確立されている。 

このような状況から、PDCA サイクルを推進していく形での予防保全業務の運行は定着しつつ

あると考えられる。 

ただし、補修工事（機材の取り替えや修理工事）には、作業停電の取得と材料調達といった準

備ステップが必要であることから、早期実施に対しては制約となっている。 
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図 9-1-4-2.1 定期巡視・点検の報告書例 
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表 9-1-4-2.2 定期巡視・点検の報告一覧表 

 

 

Po
le

 
Ty

pe
LA

N
D

M
AR

K 
- 

PL
AC

E/
TH

IN
G

S
RE

M
AR

KS
RE

C
O

M
M

EN
D

AT
IO

N
S

1
E

w
/ 

1-
50

kv
a 

D
T 

(b
ac

k 
of

 J
ud

ic
ia

ry
)

ok
2

A
w

/ 
3-

37
.5

kv
a 

D
T 

fo
r 

Ro
ck

 Is
la

nd
 C

af
é

bl
ow

n 
ar

re
st

er
 /

 b
ur

ne
d 

se
co

nd
ar

y 
le

ad
re

pl
ac

e 
ar

re
st

er
 &

 b
ur

ne
d 

se
cc

on
da

ry
 le

ad
3

E
ju

m
pe

r 
to

 M
ey

un
's

 li
ne

ok
4

A
RI

C
 p

ar
ki

ng
 a

re
a

ok
5

A
w

/ 
1-

10
0k

va
 D

T 
( 

M
S 

W
as

h 
La

nd
 )

tie
 w

ire
 r

em
ov

ed
 o

n 
m

id
dl

e 
in

su
la

to
r

re
-i

ns
ta

ll 
tie

 w
ire

 f
or

 in
su

la
to

r
6

A
ok

7
A

w
/ 

1-
50

kv
a 

D
T 

(H
E 

B
ud

ge
t 

M
ar

t 
3)

ok
8

B
w

/ 
3-

37
.5

kv
a 

D
T 

fo
r 

U
lo

do
ng

 B
ld

g.
bl

ow
n 

ar
re

st
er

re
pl

ac
e 

bl
ow

n 
ar

re
st

er
9

C
in

te
rs

ec
tio

n 
at

 R
ai

nb
ow

 M
ar

t
gu

y 
w

ire
 n

ee
d 

re
-t

en
si

on
re

-t
en

si
on

 g
uy

 w
ire

10
E

in
 f

ro
nt

 o
f 

U
M

I
m

an
go

 t
re

e 
ne

ar
 t

o 
lin

e
tr

im
 m

an
go

 t
re

e 
ne

ar
 t

o 
lin

e
11

E
w

/ 
2-

25
 &

 3
-5

0k
va

 D
T 

- 
fr

on
t 

of
 P

ro
fe

ss
io

na
l B

ld
g.

ok
12

A
w

/ 
2-

50
kv

a 
D

T 
- 

M
ed

a 
G

ar
de

n 
& 

M
ed

a 
Te

rr
ac

e
ok

13
A

w
/ 

1 
la

te
ra

l t
o 

H
A 

Ti
re

 S
ho

p
co

co
nu

t 
le

av
es

 n
ea

r 
to

 la
te

ra
l l

in
e

tr
im

 c
oc

on
ut

 le
av

es
14

B
w

/ 
1-

D
T 

& 
1 

la
te

ra
l -

 a
ft

er
 H

A 
Ti

re
 s

ho
p

til
te

d 
x-

ar
m

 /
 c

hi
pp

ed
 in

su
la

to
r 

/ 
ve

ge
ta

tio
n 

ne
ar

 t
o 

la
te

ra
l

st
ru

ct
ur

e 
co

rr
ec

tio
n 

/ 
re

pl
ac

e 
ch

ip
pe

d 
in

su
15

B
w

/ 
3-

10
kv

a 
D

T 
- 

fr
on

t 
of

 B
lu

e 
B

ay
  

G
as

 s
ta

tio
n

til
te

d 
x-

ar
m

st
ru

ct
ur

e 
co

rr
ec

tio
n

16
B

w
/ 

1-
25

kv
a 

D
T 

- 
Pr

es
id

en
ts

 H
ou

se
po

llu
te

d 
in

su
la

to
rs

17
A

st
ee

l p
ol

e 
- 

M
ey

un
s 

ca
us

ew
ay

al
l r

us
te

d
do

ub
le

 c
he

ck
 in

te
gr

ity
 o

f 
ha

rd
w

ar
es

18
A

st
ee

l p
ol

e 
- 

M
ey

un
s 

ca
us

ew
ay

al
l r

us
te

d 
/ 

til
te

d 
x-

ar
m

st
ru

ct
ur

e 
co

rr
ec

tio
n

19
A

st
ee

l p
ol

e 
- 

M
ey

un
s 

ca
us

ew
ay

al
l r

us
te

d 
/ 

til
te

d 
x-

ar
m

st
ru

ct
ur

e 
co

rr
ec

tio
n

20
A

st
ee

l p
ol

e 
- 

M
ey

un
s 

ca
us

ew
ay

al
l r

us
te

d 
/ 

til
te

d 
x-

ar
m

st
ru

ct
ur

e 
co

rr
ec

tio
n

21
A

st
ee

l p
ol

e 
- 

M
ey

un
s 

ca
us

ew
ay

al
l r

us
te

d
do

ub
le

 c
he

ck
 in

te
gr

ity
 o

f 
ha

rd
w

ar
es

22
A

st
ee

l p
ol

e 
- 

M
ey

un
s 

ca
us

ew
ay

al
l r

us
te

d
do

ub
le

 c
he

ck
 in

te
gr

ity
 o

f 
ha

rd
w

ar
es

23
A

st
ee

l p
ol

e 
- 

M
ey

un
s 

ca
us

ew
ay

al
l r

us
te

d
do

ub
le

 c
he

ck
 in

te
gr

ity
 o

f 
ha

rd
w

ar
es

24
E

M
ey

un
s 

ca
us

ew
ay

 S
to

re
ok

25
C

w
/ 

C
ap

ac
ito

r 
ba

nk
 -

 P
ac

ifi
c 

Fa
m

ily
 C

lin
ic

ok
26

A
w

/ 
4-

25
kv

a 
D

T 
fo

r 
B

el
au

 H
os

pi
ta

l
ok

27
C

w
/ 

3-
D

T 
to

 P
ie

 P
rin

tin
g

ok
28

C
w

/ 
ju

m
pe

r 
to

 h
os

pi
ta

ls
 p

ol
e 

fo
r 

un
de

rg
ro

un
d 

pr
im

ar
y

ok
29

C
w

/ 
3 

la
te

ra
ls

 t
o 

sa
te

llit
e 

of
fic

e 
& 

3F
C

O
 t

o 
M

ey
un

s
ok

30
A

w
/ 

1-
75

kv
a 

& 
ju

m
pe

r 
to

 3
-3

7.
5k

va
 -

 K
em

ur
 la

un
dr

om
at

til
te

d 
x-

ar
m

 &
 in

su
la

to
r

st
ru

ct
ur

e 
co

rr
ec

tio
n

31
A

w
/ 

3 
FC

O
 t

o 
Pr

es
. S

at
te

lit
e 

of
fic

e
1F

C
O

 h
ol

de
r 

si
gn

s 
of

 f
la

sh
 o

ve
r 

/ 
ch

ip
pe

d 
in

su
la

to
r

re
pl

ac
e 

FC
O

 h
ol

de
r 

32
A

w
/ 

3 
FC

O
 t

o 
Ka

la
u 

G
ym

ok
33

A
w

/ 
1-

50
kv

a 
D

T 
- 

D
yl

an
's

 h
ou

se
ok

34
A

w
/ 

1-
50

kv
a 

D
T,

 L
B

S 
& 

un
us

ed
 A

C
R 

- 
M

el
us

ch
po

llu
te

d 
in

su
la

to
rs

M
ey

un
s 

Li
ne



9-25 

表 9-1-4-2.3 定期巡視・点検の報告一覧表の改定案 
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表 9-1-4-2.4 巡視結果報告表および対応状況チェック表 

（a）巡視結果報告表 

 

(b) 対応状況チェック表 

 

４）PPUC における予防保全業務実施の全体像（現状） 

前項で述べた定期巡視・点検を実施している中で、PPUC が実施している予防保全への取り組

み状況が分かった。点検・改修の周期は設備の規模・位置づけに応じて分かれており、大きくは

表 9-1-4-2.5 に示すような取り組みがなされている。 

表 9-1-4-2.5 予防保全業務の実施状況 

 設備規模 点検・改修の周期 実施内容 

(A) 地域規模の設備

（Area wide） 

30 年程度の周期 

(計画的改修) 

 

施設後 30 年程度経過した地域の設備は、さ

びによる劣化が進んでいると想定し、地域

規模で一斉改修する。 

(B) 幹線設備（Main 

line） 

“MAINTENANCE 

GUIDELINE”に定めるよう

な年単位の周期 

信頼度面で影響が大きいことから、1～3 年

の周期で定期点検を実施する。 

(C) 分岐線 

(Branch line） 

随時 事故多発等、必要に応じて原因特定と対策

実施のために、随時実施する。 

Pole

No.

Pole

Type
LANDMARK - PLACE/THINGS REMARKS RECOMMENDATIONS

1 E w/ 1-50kva DT (back of Judiciary) ok

2 A w/ 3-37.5kva DT for Rock Island Café blown arrester / burned secondary lead
replace arrester & burned seccondary

lead

3 E jumper to Meyun's line ok

4 A RIC parking area ok

5 A w/ 1-100kva DT ( MS Wash Land ) tie wire removed on middle insulator re-install tie wire for insulator

6 A ok

7 A w/ 1-50kva DT (HE Budget Mart 3) ok

8 B w/ 3-37.5kva DT for Ulodong Bldg. blown arrester replace blown arrester

9 C intersection at Rainbow Mart guy wire need re-tension re-tension guy wire

10 E in front of UMI mango tree near to line trim mango tree near to line

Urgency

（By what time）
Date Requested

Date Accomplished

（Planned for Address）
Status / Remarks

OK

Schaduled: 7/23/2018

OK

OK

Schaduled: 7/23/2018

OK

OK

Schbduled: 7/23/2018

Schcduled: 7/23/2018

Scheduled: 7/23/2018
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A. 地域規模の設備（Area wide）の計画的改修 

パラオでは、地域全般に海岸線が近いことから、鉄製機材のさびによる劣化が広い地域で進ん

でいる。このような機材劣化の実状を踏まえ、PPUC では施設後 30 年程度が経過した地域の機

材（コンクリート電柱・柱上変圧器を除く）を計画的に一斉取替している。 

主要な取替対象は、電線・腕金・がいしである。電線は、断線修理箇所が多い区間や ACSR

（Aluminum Conductors Steel Reinforced）の鋼芯のさびが進行した区間を銅線に取り替えている。

同時に腕金（取り付けボルトを含む）もさびが進行しているので取り替えている。さらに、がい

しはセラミックがいしから軽量のポリマーがいしに取り替えている。このように、PPUC では、

パラオの環境に適した仕様の機材に交換することにより、設備の改善を進めている。 

このような計画取替は、2018 年に予算確保ができたがことから、2018 年 3 月から始まり、

初にペリリュー島、マルキョク（首都）地域の工事を実施した。マルキョク地域は 1987 年に施

設された老朽設備であり、海岸線に近いことからさびが進行しているものとの判断により 優

先で実施されたものである。次の改修計画は、アイライ変電所地域（設備が古く、木柱・鋼管柱

が多い）、次いでアサヒ変電所地域（設備が古く、電線が細いことから供給力不足が懸念される）

の一斉取替を行う予定である。 

Ｂ．幹線設備（Main line）の定期点検・改修 

本プロジェクトでの JICA 調査団の提案で実施した。幹線設備であり事故による停電への影響

が大きいことから、定期巡視・点検の対象とした。これまでは、このような取り組みはなされて

いなかったが、今後、恒常業務として実施できるよう体制の整備が必要である。 

ただし、定期巡視・点検で発見した不具合箇所の改修には作業停電の取得が必要となるが、幹

線の停電は影響が大きく取得しにくいことから、改修の処理完了までの実施方法を工夫する必

要がある。 

Ｃ．分岐線（Branch line）の随時点検・補修 

分岐線の事故はヒューズ切れによる停電として検出されることから、Customer service 部門の

情報から PDD において事故多発区間の特定が可能である。このことから、SCD では事故多発区

間に対しては随時点検を実施し、必要な改修を実施している。 

上述のように、PPUC では基本的枠組みとして、予防保全の取り組みはなされている。しかし、

現実的には、予算や人材の制約、組織の未整備等の関係から、恒常業務として体系的・計画的に

取り組むことができない状況にある。 

５）保全用管理データ（管理資料）の整備状況 

PPUC においては、以下に述べるように工事の計画・設計段階から完成までの各ステップで、

工事仕様や実施数量が容易に把握できる資料が作成されていない。よって、設備の運用・保全に

おいて必要となる管理資料の作成もアップデートも行われていない。設備の運用・保全を安全か

つ的確に遂行するためには、これらの資料（例えば、設備工事標準、工事設計書、送配電線路図 

等）が確実に作成・アップデートできる業務運行の仕組みの整備が必要である。 
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（A）改修工事の実施手順 

改修工事は概略下記のような手順で実施されている。 

① SCD による材料リストの発行（表 9-1-4-2.6） 

② 工事前のミーティングにおいて、工事概要を説明（図 9-1-4-2.2） 

白板のスケッチによる装柱の型だけを示した簡単な説明であり、機材の取り付け位置・

地上高等の具体的仕様は示されていない。 

これら仕様を規定する設備工事標準は整備されておらず、これらの情報は、OJT による

口伝で周知される。 

③ リストに基づき材料を庫出しし、工事実施 

④ 工事完了報告（図 9-1-4-2.4） 

工事完了報告は、図 9-1-4-2.4 に示すような文章（作業内容を記述）による日報形式で

行われており、工事後の設備仕様が分かる情報は記載されていない。 

（B）新規工事の実施手順 

① 需要家からの供給申し込み 

② 予算見積もりのための設計（図 9-1-4-2.3） 

需要家への予算見積もりのため設計者（Surveyor）が現場調査を行い、電柱位置・型を

決定し（図 9-1-4-2.3、Google Earth 上に電柱のシンボルを記入）、材料リスト（表 5）

を作成する。この設計においても、工事の詳細内容が分かる資料は作成されない。また、

この設計書は PDD(工事実施担当)には送付されず、材料リストだけが送付される。 

③ リストに基づき材料を庫出しし、工事実施 

工事実施に際しては、Surveyor が現場に同行し電柱位置を指示する。 

④ 工事完了報告 

PDD から SCD に工事完了報告書を送付する。新規工事においては、 

設備増加に伴い送配電線路図等のアップデートが必要となるが、 近の数年間は実施さ

れていない。それを実施する担当者も不明確である。 
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表 9-1-4-2.6 工事用材料リスト（抜粋） 
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図 9-1-4-2.2 改修工事に使用する設計資料（工事前ミーティングで確認） 

 

図 9-1-4-2.3 13.8ｋV 線路延長工事の設計資料（新設工事） 
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図 9-1-4-2.4 マルキョク地区改修工事の完了報告書（抜粋） 

PDD March 2018 Report 

April 6, 2018 

Page 2 

MELKEOK SYSTEM UPGRADE 

Monday, March 05, 2018 

Cut and trim trees at the new designated area to erect a new power pole.    Project in‐charge, 

Spesungel & Gabriel with operators erected 2 ‐ 13m power pole and 1 ‐ 34’ wooden pole in front 

of Melkeok State Office.    After the pole erected, they prepared the pole by installing all 

necessary hardware for upgrading purposes.      The purpose of erecting the pole before the 

actual schedule starts is to get it off the way so they can concentrate on transferring the primary 

lines only.    34’ wooden pole is for secondary line. 

Attended workers: 
Joseph Spesungel    Foreman 

Ronald Gabriel    Foreman 

Osbourne Siksei    H. E. Operator 

Burt Maidesil    H. E. Operator 

Masao Umedib    Certified Lineman 

Equipment: 
Auger Digger Truck PL#56 

Bucket Truck        PL#96 

Tacoma Pick Up    PL#21 

Friday, March 09, 2018 
Meeting regarding system upgrade project in Peliliu and Melkeok that were scheduled to start 

on Monday, 3/12/2018.    Attendees were all PDD employees.    Manager Hilton gave a brief 

description of the projects and when the project will commence.    Foreman in‐charge of each 

project took over one by one and explained the work performance. 

Monday, March 12 to 16, 2018 
Foreman Gabriel and Acting Foreman Spesungel with their crew set all the materials, hardware 

and tools.    Mechanics performed a vehicle inspection to make sure all truck to be use for the 

operation is running good. 

Wednesday, March 14, 2018 
Sent a letter of overtime request to CEO for approval for Saturday or Sunday work only due to 

schools and daily function in Melkeok State during week‐days.    Another ideal of Melkeok 

Upgrade execution on Saturday or Sunday is because of power outage from 9:00am to 4:00pm 

included with a full work force of all linemen, streetlight workers, tree trimmers and mechanics.   

The overtime request was approved by CEO so the project will continue on Saturday. 

PDD March 2018 Report 
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９－１－４－３ 送配電に関する技術移転（パイロットプロジェクト以外の活動） 

送配電に関する技術移転として、パイロットプロジェクトの他に下記の活動を行なった。詳細を以

下に示す。 

（１）日本の電力会社の配電部門における取組みの紹介 

PDD の役職者および上席者を対象に、PPUC からの依頼に基づく２項目（鳥獣害対策、腐食対

策）および本プロジェクトで予定の１項目（災害耐性）についての講義を実施した。 

 ・出席者：PDD 部門 ５名 

 ・実施日：2018/10/6,10/7 

 ・内容：以下の項目について講義を実施した。 

講義では、各項目に関して、国内（関西電力）での設備形成や保守運用についての具体的取り

組みを説明し、知見の向上を図った。（講義の様子と資料抜粋を図 9-1-4-3.1～図 9-1-4-3.4に示す） 

１）国内の配電設備の概要について（導入説明） 

鳥獣害対策、腐食対策の助言実施に先立ち、パラオと当社の設備形態や供給規模、環境の違い

を理解してもらうことを目的に、日本（関西）の配電設備の概要、ならびに設備形成の考え方、

保守運用面や配電線供給支障事故の発生状況について説明を行った。 

２）鳥獣害対策の取組み 

国内では、鳥獣害を含む他物接触による供給支障事故の本質的な対策として電線等の配電設

備の絶縁化を行ない、供給信頼度の大幅な改善を図ってきた。しかし、現在も鳥獣害が原因の供

給支障事故が絶縁劣化箇所等で発生している。このため、巡視による絶縁劣化箇所の把握、管理、

改修に取り組んでいる。以上の様な国内での取り組み経緯を紹介し、また当社が導入している鳥

獣を設備に寄せ付けないための鳥獣害対策用品の事例についても合わせて紹介した。 

＜主な Q&A＞ 

Q：日本の中圧配電電圧は 6.6kV と示されていたが、これは対地電圧か相間電圧か？ 

A：相間電圧である。 

Q：紹介された鳥獣対策用品は金属製か？ 

A：樹脂製である。 

３）腐食対策の取組み 

地理的環境に応じた塩害による腐食に対する設備構築の考え方、腐食事例および設備対策の

事例（アームの特殊塗装）について紹介した。また保守運用面でも、巡視結果の蓄積、設備ごと

に劣化状況をランク付けし管理、取替え基準を設けて改修するというプロセスを説明し、予防保

全の取組みについての理解を促した。 

＜主な Q&A＞ 

Q：アームの特殊塗装による腐食対策の導入見通しはどうか？ 

A：現在、腐食対策の効果を把握している段階である。今後、コストとのバランスも勘案し

導入検討を進める予定である。 
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４）災害耐性向上への取組み 

国内の送配電部門の経験した台風や地震等の自然災害の被害事例の紹介ならびに、設備形成

面や運用面での対策の取り組み状況についての説明を行なった。設備形成面では、事前の被害予

防に向けた設備強化として、高圧線への低風圧電線の採用、変電所への浸水防止装置の設置、停

電区間の 小化のための配電線の連系線整備等の取組みを紹介した。また、設備運用面では、停

電箇所の早期復旧に向けて作業スキルの維持向上の重要性や発電機車の活用、仮設備による応

急送電の事例について説明した。 

＜主な Q&A＞ 

Q：配電線の碍子洗浄は停電して行なっているのか？ 

A：活線にて洗浄している。 

 

 
図 9-1-4-3.1 講義の様子 

 
図 9-1-4-3.2 講義資料（抜粋）（鳥獣害対策） 
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図 9-1-4-3.3 講義資料（抜粋）（腐食対策） 

 

図 9-1-4-3.4 講義資料（抜粋）（災害耐性） 

（２）配電部門の事故データの活用に向けた指導 

・背景：PDD では日常的に事故報告がなされているが、これらの事故記録を、分析可能なデータ

として活用するには、記載精度の向上や分類に改善の余地がみられた。このため PDD の事故デ

ータの蓄積精度改善、活用に向けた指導として下記の項目を実施した。（図 9-1-4-3.5～6 参

照） 

・対象：PDD 部門２名 

・実施日：2019/1/24,1/28,1/31（各 1時間） 

・実施内容： 

１）PDD の事故報告記録の確認、分類 

2018 年分の事故報告記録について以下の項目の確認、分類を実施した。 

・事故時の保護開放箇所（ヒューズ、遮断器等）の確認 
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・事故原因の分類、損傷機材の分類（図 9-1-4-3.7） 

２）事故データ分析用のデモデータの作成 

デモデータとして、上記の確認、分類を反映した事故実績一覧表を作成した。（図 9-1-4-3.8） 

・表集計方法の紹介 

作成したデモデータを用いて、事故実績の分析作業を助ける手段として、事故件数をピボット

表に集計する方法について実技指導を行なった。（図 9-1-4-3.9） 

 

 

  

図 9-1-4-3.5 データ確認作業の様子  図 9-1-4-3.6 表集計方法の指導の様子 

 
図 9-1-4-3.7 事故原因、損傷機材の分類 

 
図 9-1-4-3.8 事故実績一覧（デモデータ（抜粋）） 

(↓input)

Date Start Fin ish duratio
Serial
No.

Class ①Area(TL/Fdr/SS)
②CB/Fuse

opened
③cause of
fau lt

④ equipment

1/10 5:00 7:30 2:30 41 DL Fuse11 Airai-Koror Fdr Ngermid MAIN FCO tree(bamboo) Line(primaly)

1/10 20:00 23:00 3:00 134 DL Fuse 22 Ngaraard 2 SS SS 13kV fuse(Ngaraarunknown fuse(D/L)
1/13 7:30 10:30 3:00 144 DL Fuse 22 Ngaraard 2 SS Choll unknown fuse(D/L)
1/13 10:30 12:30 2:00 23 DL Fuse 10 Airai-Airport Fdr 2nd FCO to Ngerikiil unknown fuse(D/L)

1/14 5:00 10:30 5:30 23 DL Fuse 10 Airai-Airport Fdr 2nd FCO to Ngerikiil car Pole

1/14 11:30 2:30 15:00 135 DL Fuse 22 Ngaraard 2 SS Betania unknown fuse(D/L)
1/14 12:30 16:00 3:30 30 DL Fuse 10 Airai-Airport Fdr MAXX FCO corrosion Line(static)

Work  Time
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図 9-1-4-3.9  ピボット表の事例（変電所別-事故原因別の集計例） 
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Total
01 NEKKEN TL 2 4 6
02 A-M TL 1 2 3
10 Airai-Airport Fdr 1 3 7 11
11 Airai-Koror Fdr 1 3 1 1 1 5 12
12 Meyuns Fdr 1 1 1 3
15 Medorm SS 1 2 3
16 NEKKEN SS 1 2 3
17 Kokusai SS 4 3 1 1 16 25
19 Ngremlemgui SS 1 1 2
20 Ngardmau SS 1 2 3
22 Ngaraard 2 SS

Betania 1 1 4 6
Choll 1 2 3
Main NGR 1 1
Ngbuked 1 1
Ngurang 1 4 5
SS 13kV fuse(Ngaraard 2 sub) 1 1

Total 1 5 1 15 1 2 1 1 1 6 1 1 52 88
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９－１－５ 技術移転（パイロットプロジェクト実施）による成果 

９－１－５－１ 定性的成果 

本プロジェクトにおける送配電分野の技術移転に関しては、2 種類のパイロットプロジェクトを設

定し、設備維持管理業務実施体制の強化に取り組んだ。設定したパイロットプロジェクトは、PPUC

として電力供給の信頼度面で緊急性の高い問題点を改善することをねらいとして、下記のとおりと

した。 

① パイロットプロジェクト１：ネッケン送電線の原因不明事故を減少させるために、樹木対策

を実施する。 

② パイロットプロジェクト３：コロール市街地域の配電線を対象にして、設備維持管理業務に

予防保全の考え方を導入し、その実施を定着させる。 

以下に、上記パイロットプロジェクトを通じて得られた定性的成果を述べる。 

（１）パイロットプロジェクト１を通じての成果 

１）ツタガードの取り付けとその管理体制の確立 

ネッケン送電線の原因不明事故の推定原因は、発生状況や経験から樹木接触の可能性が高い

と考えられる。そこで、PPUC では樹木伐採と巡視は 2015 年 5 月以降体制増強を行うとともに、

現在では計画的に業務実施がなされている。 

しかし、一般の樹木よりも成長速度が速いツタ等のツル植物に関しては、事故原因となる可能

性が残されていた。そこで、ツタガードの導入を提案した。併せて、取り付け箇所への定期巡視

を提案し、その効果把握と効果的な巡視間隔の見極め、ならびに、巡視業務の定着化を図った。 

その結果、導入したツタガードは、電柱本体や支線へのツタの巻きつきを効果的に阻止できて

いることを確認した。また、巡視点検業務においては、管理表（図 9-1-3-1.2）を作成し、これを

使用して問題箇所の管理が継続的に実施できる体制を確立した。 

２）過電流表示器による樹木接触多発区間の検出体制の構築 

ネッケン送電線を含む 34.5kV 送電線の全区間において樹木伐採を計画的に実施している。し

かし、樹木の生長が想定以上に速い場合や、伐採の実施が遅延するような場合は、樹木接触によ

る短時間停電（再閉路成功事故）の発生が再度増加することになる。このような状況に対し、過

電流表示器を増設し、これを用いて再閉路成功事故のデータを蓄積することにより事故多発区

間を検出することとした。パイロットプロジェクト１の活動を通じて以下に示すような業務実

施の仕組みを構築した。 

① 過電流表示器の増設による検出区間の細分化 

過電流表示器は、変電所の事故検出を目的とした既設の物（16 組）に加え、送電線路上

での事故発生区間をより細かく検出できるよう 19 組の装置を増設した。これにより、線

路上での事故多発区間の検出が可能な設備面での体制を構築した。 

② 事故原因探査体制の整備 

ネッケン送電線短時間事故（原因不明事故）発生時には、従来は事故発生個所や原因特
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定のための巡視は実施されていなかった。そこで、事故発生個所と原因を特定し的確な保

全対策に結びつけるため、短時間事故であってもそれらの特定のための巡視を実施するこ

とした。それには発電所・変電所のオペレータと Line Worker（PDD）の情報連絡の協調を

図る必要がある。この業務運行面の改善と合わせて、短時間事故の Line Worker（PDD）の

対応手順のルールを制定した（図 9-1-3-1.6）。 

③ 事故多発区間検出のための分析帳票の作成 

上述の巡視業務において検出した事故区間・原因を記録し、一定期間（例えば 1 か月）

の集計を行うことにより事故発生傾向が分かる管理表を作成した（図 9-1-3-1.5）。 

（２）パイロットプロジェクト３を通じての成果 

設備の予防保全を継続的に実施するためには、業務における PDCA サイクル（図 9-1-3-2.4）

を恒常的に実施する必要がある。このサイクルの各段階で必要となる下記の仕組みを整備した。 

１）設備維持管理業務に関する標準類の作成 

巡視・点検業務の実施方針・考え方を規定する設備保守ガイドライン（図 9-1-3-2.1 ：

TRANSMISSION & DISTRIBUTION OVERHEAD LINE MAINTENANCE GUIDELINE）を作成し

た。 

SCD スタッフあるいは Line Worker（PDD）が定期巡視を実施する際に活用し、設備・機材の

問題部分を的確に発見できるチェックポイントマニュアル（図 9-1-3-2.2  Check point manual）を

作成した。 

これらの標準類は、これまで PPUC では制定されていなかったものであり、今後の業務内での

使用や巡視結果情報・機材事故データの反映等により、PPUC の実態に適した内容に修正してい

く必要がある。 

２）巡視結果報告書・改修状況管理表の作成 

予防保全業務の PDCAサイクルでは、次段階の活動計画を策定したり状況管理を行うために、

各業務段階での情報は関係個所間でやり取りしたり、共有化する必要がある。このような必要性

から、定期巡視業務における結果報告書とそれに連なる状況管理表を作成した（表 9-1-4-2.3）。 

表 9-1-4-2.3 の詳細を前半部分（巡視結果報告表：表 9-1-4-2.4（a））と後半部分（対応状況管理

表：表 9-1-4-2.4 (b)）に分けて示す。これを共通サーバに保管しておき、状況の変化があった都

度、関係個所がアップデートすることにより、情報の共有化と状況管理ができる仕組みを構築し

た。 

３）定期巡視の実施 

① 予防保全に向けた定期巡視・点検の実施 

PPUC は、上項でも述べた仕組みに基づき送配電線の幹線部分の定期巡視・点検を実施した

（2018 年 2 月から 3 月にかけて）。 

点検を実施した対象設備を表 9-1-5-1.1 に示す。 
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表 9-1-5-1.1 定期巡視・点検を実施した幹線 

設  備 線  路  名 

34.5ｋV 送電線 アイメリーク発電所 ～ アイライ変電所 

 

13.8ｋV 配電線幹線 

アイライ―コロール 

マラカル―コロール 

ミュンズ 

② 巡視・点検結果 

前項で実施した定期巡視・点検の報告書例を図 9-1-4-2.1 に示す。また、その報告書に添付

される点検結果の一覧表（抜粋）を表 9-1-4-2.3 に示す。表 9-1-4-2.3 は各電柱で発見された不

具合（Remarks）と今後対応すべき措置（Recommendation）が記入され、PDCA サイクルの次

ステップで PDD が実施すべき業務（修理・取替、詳細点検等）を示唆している。 

③ 発見した設備不具合の事例 

上記報告書（図 9-1-4-2.1）に記載されている主要な不具合点は、下記のような内容があげら

れる。これらの内容は、上項で作成した“Check point manual”の内容とほぼ一致しており、適

切な点検ができているものと考えられる。 

✓鉄製機材のさび（図 9-1-5-1.1） 

✓ボルト・ナットの緩み（図 9-1-5-1.2） 

✓腕金のずれ・傾き（図 9-1-5-1.3） 

✓機材の破損（避雷器・カットアウト）（図 9-1-5-1.4） 

✓がいしの欠け（図 9-1-5-1.5） 

✓架空地線・中性線の接地線断線（図 9-1-5-1.6） 

✓電線固定グリップの破断・はずれ（図 9-1-5-1.7） 

✓変圧器の温度上昇・電線接続部の過熱（図 9-1-5-1.8） 

✓樹木接近（図 9-1-5-1.9） 

✓電柱番号の消失・電柱番号札の紛失 

  

(a)腕金のさび (b)がいし支持金物の腐食破断 

図 9-1-5-1.1 腐食の状態 
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図 9-1-5-1.2 がいし固定ナットの緩み 図 9-1-5-1.3 腕金の傾き 

  
図 9-1-5-1.4 機材の破損（避雷器） 図 9-1-5-1.5 がいしの欠け 

  
図 9-1-5-1.6 中性線の接地線断線 図 9-1-5-1.7 電線固定グリップのはずれ 

  
図 9-1-5-1.8 変圧器の温度上昇 図 9-1-5-1.9 樹木接近 
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９－１－５－２ 定量的効果の把握 

送配電分野における技術移転は、保全業務の改善・体制の整備の観点から実施した。これらの活動

による効果を定量的に把握できる指標としては、SAIFI（System Average Interruption Frequency Index）

や SAIDI（System Average Interruption Duration Index）といった、異なるシステムの特性を客観的に比

較できる指標が考えられる。また、左記指標よりも簡易な設備信頼度指標として単位亘長あたりの事

故率（件／km・年）が考えられる。しかし、PPUC ではこれらの指標を求めることができるデータは

整備・取得されていない。よって、本プロジェクトでの効果把握指標は、設備信頼度を直接的に評価

できる送配電系統の事故発生件数を採用することとした。具体的には、送配電系統の事故発生件数の

過年度データと活動期間中のデータの推移をみることにより、事故件数の減少度合いから効果の度

合いを評価する。 

（１）PPUC における送・配電系統に関する信頼度対策の経緯 

１）34.5kV送電線エリアの信頼度対策経緯 

ネッケン送電線を含む 34.5kV 送電線に対して実施されてきた信頼度対策の経緯を表 9-1-5-2.1

に示す。34.5kV 送電線に関しては、2015 年以前は事故が多発していたことから、PPUC の会社

方針として表 1 に示す対策が実施された。 

事故様相の内訳分析によると、短時間停電（原因不明事故）の比率が高い。このことから、短

時間停電の原因は樹木接触および不適切な保護協調による変電所リレーの動作と考えられ、そ

れらへの対応策が講じられた。 

2015 年以降、34.5kV 送電線に対しては 1 回／年の頻度で樹木の伐採が実施されている。さら

に、2018 年時点では、1 回／年の頻度で樹木巡視が実施されている。 

表 9-1-5-2.1 34.5kV 送電線に関し講じられた対策の経緯 

時期 対策実施状況 

1. 2015 年 5 月 伐採開始（ガラルド２変電所から南下） 

2. 2016 年 4 月 ネッケン送電線（バベルダオブ島）全体の伐採完了 

3. 2016 年 5 月 アイメリーク発電所～アイライ変電所間の伐採開始 

4. 2016 年 7 月 アイメリーク発電所～アイライ変電所間の伐採完了 

5. 2016 年 6 月 ネッケン送電系統接続変電所のヒューズ定格適正化（変電所リレーとの保護協調） 

6. 2017 年 9 月 JICA プロジェクト開始 

7. 2017 年 11 月 ツタガードの取り付け 

出所：JICA 調査団作成 

２）13.8kV 配電線の保全状況 

13.8kV 配電線に対しては、巡視点検に基づく予防保全措置は講じられていない。事故停電の

復旧に伴う機器取替等により、故障設備の更新が行われていた。 

本プロジェクトの技術移転として、予防保依然の必要性を提案し、34.5kV 送電線および 13.8kV

配電系統の幹線に対し定期巡視を実施することになった。 初の定期巡視を 2018 年 2 月、3 月

に実施した。 
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３）経年設備の計画的改修 

定期巡視・点検に基づく予防保全とは若干考え方が異なるが、PPUC では、海岸に近い地域で

経年劣化（特にさび）が進んでいると評価される地域の設備に関して、予算が確保でいた都度、

計画的な取替を実施している。2017 年度（2018 年 3 月）には、ペリリュー島、マルキョク（首

都）地域の 13.8kV 配電線の改修工事を実施した。 

（２）送電系統・配電系統幹線での事故発生の推移（効果の定量的把握）[SCD 部門データ] 

PPUC では、部署ごとに 2 種類の事故データが作成されている。 

そのうちの一つは系統運用部門（SCD）が作成しており、送・配電系統共に、変電所のリレー

動作による停電をカウントしている。したがって、配電系統の場合は、幹線に事故原因があった

場合だけが検出されたデータとなっている。 

もう一つのデータは、配電部門（PDD）が作成しており、配電線路や柱上変圧器に設置される

ヒューズの溶断による停電をカウントしている。この停電発生の情報は、顧客の停電申出により

PDD が検出するものである。この節では、SCD の作成データに基づく事故件数の推移を示す。 

１）34.5kV送電線における事故 

Ａ．事故件数の推移 

図 9-1-5-2.1 に PPUC が運用している送電系統のリレー動作により検出した事故回数の推移

を示す。送電系統は、ネッケン送電線とアイメリーク発電所～マラカル発電所を結ぶ送電線の

2 回線である。図 9-1-5-2.1 に示す事故件数は、永久事故と短時間事故（原因不明）の合計であ

る。 

事故件数の合計は、2014 年～2017 年の間は、50～80 件の間で推移しているが、2018 年は大

幅に減少している（ただし、2018 年のカウント期間は 9 か月だけ）。線路亘長が大きく異なっ

ているが、ネッケン送電線の発生比率の方が大幅に大きくなっている。 

 
出所：PPUC のデータから JICA 調査団作成 

図 9-1-5-2.1 34.5kV 送電線の事故件数推移 
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Ｂ．事故発生様相の把握 

図 9-1-5-2.1 で示した事故件数を送電線回線ごとに示す。図 9-1-5-2.2 はネッケン送電線の事

故件数である。図 9-1-5-2.3 はアイメリーク発電所～マラカル発電所を結ぶ送電線の事故件数

である。 

ネッケン送電線は、特に 2016 年と 2017 年に事故が多発しており、その大部分を短時間事故

が占めている。その後、2018 年には、永久事故・短時間事故ともに激減している（図 9-1-5-

2.2）。 

アイメリーク発電所～マラカル発電所を結ぶ送電線の事故件数は、ネッケン送電線の半分

程度であるが、ネッケン送電線と同様に短時間事故の割合が大きい。また、2018 年には、短時

間事故の件数は激減している。 

 

出所：PPUC のデータから JICA 調査団作成 

図 9-1-5-2.2 ネッケン送電線の事故件数推移 

 

出所：PPUC のデータから JICA 調査団作成 

図 9-1-5-2.3 Aimeliik P/S – Malakal P/S 送電線の事故件数推移 

Ｃ．34.5kV 送電線の対策実施と事故発生の関連性検討 

上述のように、34.5kV 送電線の信頼度対策は PPUC 独自の取り組みが 2015 年 5 月から開始
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され、体制の強化を図りつつ、現在まで継続している。この状況の中で、本プロジェクトのパ

イロットプロジェクトを 2017 年 9 月から開始した。 

このような経緯から、上記の事故件数の推移において、2015 年から 2017 年までは各種対策

の実施途上であることから、これらの事故件数減少への効果は過渡的な結果になっていると

考えられる。 

そこで、この効果の変化を詳細に把握するため、図 9-1-5-2.2 と図 9-1-5-2.3 に示す年度推移

を月別の推移として詳細化して示す。図 9-1-5-2.4 はネッケン送電線のデータである。図 9-1-

5-2.5 はアイメリーク発電所～マラカル発電所を結ぶ送電線のデータである。 

ネッケン送電線の永久事故は、2014年～2015年では 3か月に 1回の頻度で発生していたが、

2018 年にはその三分の一（10 か月に 1 回）に減少している（図 9-1-5-2.4（a））。ネッケン送電

線の短時間事故は、2016 年と 2017 年は高い頻度で発生していたが、2017 年 12 月以降は、1

回／月程度の頻度に減少していることが分かる（図 9-1-5-2.4（b））。 

ネッケン送電線の伐採は 2016 年 4 月に一巡目が完了しているが、その効果は十分には現れ

ていないようである。2017 年 11 月は伐採の二巡目が完了するとともに、ツタガードを設置し

た（パイロットプロジェクト１の方策）時期にあたる。このような経緯から、ネッケン送電線

では二巡の樹木伐採とツタガードの効果が 2017 年 12 月に明確に現れてきたものと考えられ

る（図 9-1-5-2.4(b)）。 

アイメリーク発電所～マラカル発電所を結ぶ送電線の永久事故は、2015 年までは高い頻度で

発生していたが、2016 年以降の事故発生は非常に少なくなっている（図 9-1-5-2.5（a））。一方、

短時間事故の発生頻度は 2016 年・2017 年には高い値であったが、2018 年以降は 2 か月に 1 回

の頻度にまで減少している。これも、二巡の樹木伐採の効果が現れてきたものと考えられる。 

 

図 9-1-5-2.4(a) Transition of Faults every month（Permanent Fault） 
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出所：PPUC のデータから JICA 調査団作成 

図 9-1-5-2.4(b) Transition of Faults every month（Transient Fault） 

 

図 9-1-5-2.5(a) Transition of Faults every month（Permanent Fault） 

 

出所：PPUC のデータから JICA 調査団作成 

図 9-1-5-2.5(b) Transition of Faults every month（Transient Fault） 
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２）13.8kV 配電線における事故 

Ａ．事故件数の推移 

図 9-1-5-2.6 に 13.8kV 配電系統のリレー動作により検出した事故回数の推移を示す。配電系

統は、アイライ－コロール、エアポート、ミュンズ、マラカルの 4 回線である。図 6 に示す事

故件数は、永久事故と短時間事故（原因不明）の合計である。 

図 9-1-5-2.6 からも分かるように、事故件数は 2014 年から 2017 年にかけて約 10 件／年の割

合で増加している。４回線の内、事故発生件数が多いのはアイライ－コロールとミュンズ配電

線である。この要因としては、敷設地域の環境（樹木接近が多い）および線路亘長が長いこと

いった要因が考えられる。 

 

出所：PPUC のデータから JICA 調査団作成 

図 9-1-5-2.6 配電系統の事故件数推移 

Ｂ．事故発生様相の把握 

図9-1-5-2.6で示した事故件数を事故種別ごとに示す。図9-1-5-2.7は永久事故の件数である。

図 9-1-5-2.8 は短時間事故の件数である。 

図 9-1-5-2.7 および図 9-1-5-2.8 から、2014 年から 2017 年にかけて増加の事故件数の増加は

永久事故・短時間事故ともに増加していることによるものである。 

配電系統全体でみると、短時間事故の発生頻度は永久事故の約 2 倍程度である。 
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出所：PPUC のデータから JICA 調査団作成 

図 9-1-5-2.7 配電線永久事故の推移 

 

出所：PPUC のデータから JICA 調査団作成 

図 9-1-5-2.8 配電線短時間事故の推移 
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Ｃ．13.8kV 配電線の対策実施と事故発生の関連性検討 
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れ、その点検結果に対する改修工事の一部が 2018 年 8 月までに実施された。 

このような経緯から、上記 13.8kV 配電線の事故件数の推移には本プロジェクトの成果は未

だ現れていないと考えられる。今後、定期巡視と改修工事を継続して実施していけば、事故件

数は 2018 年のレベルから徐々に減少していくものと考えられる。 

（３）配電系統の停電の推移（効果の定量的把握）[PDD 部門データ] 

ここでは、配電部門（PDD）が作成している停電発生件数のデータについて分析する。これら

のデータは、配電線路に設置されるヒューズの溶断による停電をカウントしている。この停電発

生の情報は、顧客の停電申出等により PDD が検出する（原因調査と復旧のために Lineman が出

動した）ものである。したがって、このデータの中には、図 9-1-5-2.7 に示す件数も含まれてい

ると考えられる 

なお、データ分析に使用できるデータは、2016 年以降のものしか残されていないことから、

これ以降の結果を示す。 

Ａ．事故件数の推移 

PDD においては事故データの集約は、地域別に行われている。集約を行う地域として下記

の 7 つが設定されている。 

a. Despedall（East Coast of Babeldaob）：ネッケン送電線のコクサイ変電所から供給される

配電線エリア 

b. Keyukl（West Coast of Babeldaob）：ネッケン送電線の小容量変電所（8 か所：表 6-1-1-

2.1）供給される配電線エリア 

c. Malakal Feeder：マラカル変電所から供給される配電線 

d. Meyuns Feeder：マラカル変電所から供給される配電線 

e. Airai-Airport Feeder (Entire Airai) ：アイライ変電所から供給される配電線 

f. Airai-Koror Feeder (Airai Sub to PHS) ：アイライ変電所から供給される配電線 

g. Airai (Airai Sub to Ngerikiil and to Ordomel) ：Airai-Airport Feeder の一部の分岐線 

図 9-1-5-2.9 に地域別（バベルダオブ島とコロール島）の事故件数の年度推移を示す。この

図から、どちらの地域においても 2016 年以降事故件数は減少していることが分かる。これは、

図 9-1-5-2.6 の変化とは全く逆の傾向を示している。しかし、図 9-1-5-2.6 の件数は図 9-1-5-2.9

の件数に比べて非常に少ないので、両者の傾向の差を考慮する必要はないかもしれない。 

ただし、図中の件数は、下式によって集計されたものである。 

・Babeldaob Area Total = a+b 

・Koror Area Total = c+d+e+f+g 

地域別に見ても、どの地域も年度を追うごとに事故発生件数は減少している。 

図 9-1-5-2.9 の年度別推移を月別推移に展開したデータを図 9-1-5-2.10 に示す。月別推移に

関しても、Babeldaob Area・Koror Area ともに、2018 年末に向けて減少傾向にあることが分か

る。 
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出所：PPUC のデータから JICA 調査団作成 

図 9-1-5-2.9  Annual change in the number of faults in each area 

 
出所：PPUC のデータから JICA 調査団作成 

図 9-1-5-2.10  Monthly change in the number of faults in each area 

Ｂ．事故発生様相の把握 

図 9-1-5-2.9 において地域別に事故発生件数を比較すると、Babeldaob Area は Koror Area よ
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は、Babeldaob Area の配電線は樹木繁茂地域を通過している場合が多く、樹木や鳥獣接触の影

響を受けているものと推測される。 

① 市街地域（Koror Area）での傾向 

図 9-1-5-2.11 に Koror Area の年度変化を変電所ごとに分解して示す。変電所ごとに見ても、

事故件数の推移は、年度ごとに減少傾向であり、2018 年度の減少が顕著である。 

変電所間の比較では、アイライ変電所エリアの事故件数は、マラカル変電所エリアの 4 倍の
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事故発生件数である。この要因は、アイライ変電所エリアの方が線路亘長が長いことと、樹木

繁茂地域の通過部分が多いことによるものと考えられる。 

図 9-1-5-2.11 の年度別推移を月別推移に展開したデータを図 9-1-5-2.12 に示す。図 9-1-5-2.12

では、マラカル変電所では 2 件／月でほぼ一定の発生頻度であるが、アイライ変電所エリアで

は月ごとに減少する傾向になっていることが分かる。 

 

出所：PPUC のデータから JICA 調査団作成 

図 9-1-5-2.11  Annual transition of number of faults in each substation 

 

出所：PPUC のデータから JICA 調査団作成 

図 9-1-5-2.12  Transition of number of faults in Koror Area 

② 樹木繁茂地域（Babeldaob Area）での傾向 

図 9-1-5-2.13 に Babeldaob Area の月別変化をエリアごとに分解して示す。Babeldaob Area は、

Despedall（East Coast of Babeldaob）と Keyukl（West Coast of Babeldaob）の 2 つのアリアに分

けられている。 

両アリアとも月ごとの発生頻度は、2018 年末に向けて減少傾向にある。2016 年・2017 年は、

東海岸エリアの方が発生件数は多かったが、2018 年に入ってからは両地域共にほぼ同レベル

の発生状況になっている。 
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出所：PPUC のデータから JICA 調査団作成 

図 9-1-5-2.13 Transition of number of faults in Babeldaob (Supplyed from Nekken  T/L) 

以上、PPUC の送配電系統の事故発生の状況について、時間的推移と地域別（設備敷設状況

に対応）の観点から分析した。さらに、事故発生の時間的推移と保全対策の実施の関係から、

保全対策の効果について考察した。 

現時点では、各種のデータ（設備データ、事故報告、設備点検データ等）が十分整備されて

いないことから、上述のような分析になった。今後、直接的事故要因に係わる保全対策を講じ

るためには、信頼度面で問題になるエリアや機材類の問題点等を客観的に把握することが必

要であり、上述の各種データの整備と分析手法の確立が必要である。 

９－１－６ 送配電設備維持管理体制の強化に関する提言 

本プロジェクトでは、送・配電設備の信頼度向上をねらいとして、パイロットプロジェクトを通じ

た予防保全の考え方の導入と具体的方策例の実施に取り組んだ。パイロットプロジェクトにおいて

実施した方策は下記の 2 点である。 

 ・34.5kV 送電線の樹木対策（樹木巡視と伐採） 

 ・市街地域設備の定期巡視・改修工事 

その内、送電線の樹木対策については、PPUC の取り組みとして 2015 年から樹木対策チームが設

置され、その後増強されたことによって、その業務は恒常的に実施されるようになっている。一方、

予防保全の中心的業務である設備の定期巡視については、所管部署の人員不足や予算調達の困難等

の理由から十分な取り組みが行なわれてこなかった。また、予防保全業務の着実な継続実施を考える

場合、その基礎となる組織、業務運行のあり方、管理データ等の整備も十分であるとは言えない。 

以下に、PPUC において予防保全業務を着実に遂行するために必要と考えられ、今後、重点的に強

化が必要と考えられる事項について述べる。 
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９－１－６－１ 組織・人材の増強と業務運行の明確化 

予防保全業務は、予防保全の業務サイクル（図 9-1-3-2.4）および予防保全の業務サイクルの要点

（図 9-1-3-2.5）に示すように、PDCA の各段階の業務を効果的に関連付けて一連の流れとしてサイク

リックに実施される必要がある（PDCA サイクル）。各段階の効果的な関連付けのためには、データ

やその解析結果等を関連する部署に引き継ぎ、次のステップを実施する部署では引き継いだデータ

等をさらに分析するなどして、問題点を絞り込み、重点的に対策を講じると言った取り組みが必要で

ある。 

一方、現在の PPUC では、保全業務は概ね 3 つの実施方法に分かれている。つまり、点検・改修の

周期は設備の規模・位置づけに応じて分かれており、大きくは表 9-1-6-1.1 に示すような取り組みが

なされている。 

この表の中で、（A）の方法は、巡視・点検データに基づき重点実施するものではなく、一定の経年

設備を一斉に取り替えるものであり、計画部門が単独で計画立案してしまっている。この方法では、

不要なものまで工事対象としてしまう恐れがあり、予算確保面で不適切になる可能性がある。 

（C）の方法は、経験（事故多発情報や事故原因機材）に基づく、事故機材のその都度の改修にな

っている。すなわち、事後保全になっている。 

表 9-1-6-1.1 予防保全の実施状況 

 設備規模 点検・改修の周期 実施内容 

(A) 地域規模の設備

（Area wide） 

30 年程度の周期 

(計画的改修) 

 

施設後 30 年程度経過した地域の設備は、さ

びによる劣化が進んでいると想定し、地域

規模で一斉改修する。 

(B) 幹 線 設 備 （ Main 

line） 

“MAINTENANCE 

GUIDELINE”に定めるよう

な年単位の周期 

信頼度面で影響が大きいことから、1～3 年

の周期で定期点検を実施する。 

(C) 分岐線 

(Branch line） 

随時 事故多発等、必要に応じて原因特定と対策

実施のために、随時実施する。 

（B）の方法は、予防保全の考え方に基づく取り組みであるが、これまでは実施されていなかった。 

このように、PPUC で実施している保全業務は、上述のような PDCA サイクルが十分に構築されな

いまま実施されている。 

今後、PPUC の信頼度レベルを適切に維持していくためには、上記(A)(B)(C)の方法を適切に組み合

わせながら、(B)の方法に重点を移していく必要がある。そのためには、各関連部署（SCDおよびPDD）

の役割と業務運行を明確にし、責任範囲の不透明さを極力なくすような組織運営が必要である。 

さらに、上記の組織運営を行うにあたっては、データ解析・計画立案・進捗管理を担当する人材を

配置する必要がある。特に、現状はデータ解析・計画立案を担当する部署が欠落しているので、PDCA

サイクルが効果的に回せない組織構造になっている。 

また、これらの業務進捗等を全体的に管理する管理者の配置も必要である。SCD が所管する変電

設備の保全業務に対する組織構成と役割分担・業務運行の例を図 9.2-3.1、図 9.2-3.2、図 9.2-3.3 に示

す。 
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９－１－６－２  作業員（Line worker）のスキルアップ（多能工化） 

PPUC では現在、定期巡視の主担当部署は SCD となっているが、人員不足（業務多忙）と車両不

足といったことが、定期巡視を継続的に実施できない理由になっている。一方、PDD の作業員（Line 

worker）は車両を使用して毎日工事や事故復旧作業に従事しているが、巡視・点検業務は行っていな

い。このように、巡視・点検業務の実施にあたっては、合理的な体制となっていない。しかし、巡視・

点検業務のために SCD の人員増加を図ることは、費用面で問題がある。 

そこで、巡視・点検業務の実施に関して、SCD よりもやり易い環境にある PDD の作業員（Line 

worker）のスキルアップを図り、本来業務の閑散期などに SCD に代わり巡視・点検業務に従事させ

ることが考えられる。 

そのために、本プロジェクトで作成した“Check point manual”を使用した研修や OJT 等により作業

員（Line worker）の巡視・点検業務への意識づけとスキルアップを図る（多能工化する）とともに、

その報告書様式の制定する必要がある。これにより、業務実施コストの増加を伴うことなく、定期巡

視・点検の継続実施が可能になると考えられる。 

９－１－６－３  標準類の整備と周知徹底 

予防保全の業務サイクルを組織の中で効果的に機能させるためには、業務に関する客観的なルー

ルを各部署において共通認識する必要がある。しかし、PPUC においては、そのようなルールは標準

類として成文化されておらず、これまでに各種支援において作成・提案された標準類も活用されてい

ない状況である。現状、それらは職員の口伝（OJT）によって継承されている。 

このようなことから、予防保全の業務を一定の品質レベルで継続的に実施していくためには、主要

業務の標準類を整備し職員の業務知識レベルの向上を図る必要がある。必要となる標準類として、下

記のものがあげられ、PPUC の現状に適した内容を反映する必要がある。 

・設備計画基準（長期計画策定の基準となる考え方、計画作成方法） 

・設備の工事標準（設備構築の構造・寸法・容量等の仕様） 

・電気安全基準（Electrical Safety Code）または電気設備技術基準 

・設備保全基準（“MAINTENANCE GUIDELINE”として提案済） 

・各種業務の運行規則（上記１.項で述べたもの） 

・劣化機材の判定基準 

・機材更新（経年や過負荷による）の判定基準 

９－１－６－４  設備管理台帳および各種図面の整備 

上述の組織において予防保全業務（設備維持管理とともに系統運用業務も含む）を実施するために

は、少なくとも設備管理資料が整備され、関係者が情報として共有できる状態で随時更新されている

必要がる。しかし、PPUC では、この点が根本的に欠如している。 

予防保全業務において必要となる基本的な設備管理資料を表 9-1-6-1.2 に示す。今後、これらを整

備するとともに、設備の変更（新設による追加、改修に伴う取替など）の都度それらのデータがタイ

ムリーに更新されるように、組織と業務運行のあり方を検討する必要がある。 

特に、電柱番号の設定と現場への表示は、設備確認と情報管理の原点となる管理情報であるにもか
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かわらず、現状は、建設当初に設置した電柱番号札の大部分は紛失するか表示が消滅してしまってい

る。このような状況では客観的な資料管理はできないことから、早急にこの問題を解決する必要があ

る。 
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表 9-1-6-1.2 整備すべき設備管理資料 
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９－２ 変電設備の維持管理 

９－２－１ 変電設備に関する現状の組織体制と役割分担 

System Control Division（SCD）では、マネジャー以下、14 名体制（2018 年 7 月現在）の下、変電・

送配電設備およびメーターの新増設や改修時の設備容量計算の計算など技術的な検討を行っている。 

SCD の組織体制を図 9-2-1.1 に示す。 

 
図 9-2-1.1 SCD 組織体制図 

また、PPUC では、変電設備を SCD が、送配電線設備を Power Distribution Division(PDD)が所管し

ているが、変電設備の維持管理業務については、SCD と PDD で分担して実施している。具体的には、

定期的な巡視については SCD が実施しており、事故や設備故障が起こった際の対応については、設

備所管に関わらず初動対応は PDD が実施し、変電設備に異常が発見された場合 PDD からの連絡を

受け、設備所管箇所である SCD が詳細調査等の対応を実施している。 

一方、変電設備の改修業務については、計画策定・予算要求は SCD で実施しており、改修作業実

施については柱上の変電設備であれば SCD 立会のもと PDD が、地上の変電設備であれば SCD 立会

のもとコントラクターが実施している。変電設備維持管理における業務分担は表 9-2-1.1 の通りであ

る。 

表 9-2-1.1 変電設備の維持管理分担 

 patrol 
For failure Replace and repair 

Initial response Detail survey Plan Request budget Working 

Substation 
equipment 

SCD PDD SCD SCD SCD PDD or Contractor 

(reference) 
Transmission Line 
Distribution Line 

SCD PDD PDD SCD PDD PDD 

As of
Total

Nathan Siliang

Meter Technicians
Hansen UchelSano Sakurai Ronald Ngiratrang *Survey New Power/Meter

Hookups Keyslee Kewii

James Mengeolt

Electrical Engineer

*Substations Reading Monitoring

PPUC System Control Division (SCD) Organaizational Chart

15
2019/2/15

Michael AllejosHasinta Nagata
Administrative Officer

*Feeder Monitroing
Morita Skebong

SCD Manager

*System Loss

*Transformer Utilization
*Load Balancing

Surveyors/Estimator/Planner IT/Meter Tech. & Meter Tech II

*Drawing Management

*New Meter Installation*New Meter Installations
*Meter Inspections
*Primary Metering
*Periodic Meter Inspection

Dylan Derbai

Hubert Rafael
Jutice Marino

Carl Joseph
*Survey Meter RelocationsDe Lugo Florencio
*Survey Power Pole Location
Relocation/Alignments
*Survey Expansion of
Transmission /Distribution Line

*Meter Inspection
 *Periodic Meter Inspection

*IT Support for all related software
and hardware
*Assist Surveyors and Meter
Technicians
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変電設備を維持・運用していくためには、職制に基づき役割を明確にするとともに、保全に関する

計画を策定し、それを実行し、必要な対策を講じるといった、いわゆる保全の PDCA サイクルを実

践していくことが必要である。 

マネジャーは、品質とコストのバランスを総合的に勘案し、安全を 優先に円滑適切に保全業務を

遂行するとともに、所員を指導し、設備に対する「愛着心」をもたせ、あらゆる機会を活かし、技術

技能の修得と向上に努めさせ、変電設備ならびにその周辺で起こる事象に対して「チャレンジしてい

く精神」を醸成し、責任をもって対応する。 

すなわち、保全業務の確実な実施により、お客さま・地域社会および電気工作物の保安業務に従事

する関係者の安全の確保および電気工作物の事故を未然に防止する。 

所員は、当該業務が安全の確保・電力の安定供給の実現を達成する上で重要であることを認識し、

これに関連する法規則ならびに業務手順に基づき、電気工作物の保全業務を遂行する。 

９－２－２ 保全業務の PDCA サイクル 

PPUC では、設備点検を実施していないため、当面は巡視をベースにした保全業務の PDCA サイク

ルを実施していくことを基本とする。 

① 巡視は、安定した設備の運転を維持するために、設備の老朽度、過去の巡視実績、事故障害履歴

などを勘案のうえ、設備の実態に即して行い、事故障害の未然防止を図る。 

② 現場作業員は変電設備について、前年度巡視実績および事故障害実績等の設備実態や設備改修

計画、設備改修予算を勘案したうえで、SCD マネジャー以下にてコミュニケーションを図りな

がら巡視計画を策定する。 

特に変圧器については、温度のトレンド管理ができるようにすることが望ましい。 

巡視計画策定フローを図 9-2-2.1 に示す。 

 

図 9-2-2.1 巡視計画策定フロー 

Main office SCD Manager SCD Staff

前年度巡視実績分析

事故障害実績分析

設備改修計画（案）策定 巡視計画（案）策定設備改修予算（案）策定

＜コミュニケーション・情報共有＞
・設備実態（設備仕様、事故障害実績等）
・巡視、改修計画・内容

設備改修計画策定 巡視計画策定設備改修予算策定
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③ 現場作業員は「巡視チェックリスト兼記録用紙」（添付資料-6）を基に巡視を実施し、巡視結果

を記録し、保管する。巡視時は、設備から発生する異音に注意すること。巡視にて設備の不具合

を発見した場合は、「事故障害報告書」（添付資料-7）を作成し、SCD マネジャー以下にて情報共

有し、復旧方針についてコミュニケーションを図りながら、復旧を実施する。巡視業務実施フロ

ーを図 9-2-2.2 に示す。 

 

図 9-2-2.2 巡視業務実施フロー 

SCD Manager Staff

巡視実施

巡視結果の
合否判定

巡視終了
事故障害

報告書作成
事故障害

報告書確認

報告

現場状況確認

＜コミュニケーション＞
・現場状況の共有

・応急復旧⽅針決定

応急復旧実施

事故障害
報告書更新

事故障害
報告書確認

報告

＜コミュニケーション＞
・現場状況の共有

・恒久復旧⽅針決定

恒久復旧実施

事故障害
報告書更新

事故障害
報告書確認

報告

終了
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④ SCD は、前年度の巡視実績および事故障害実績を基に、マネジャー以下にてコミュニケーショ

ンを図りながら年度改修計画を策定し、設備の改修を実施する。改修計画策定フローを図 9-2-2.3

に示す。 

 

図 9-2-2.3 改修計画策定フロー 

９－２－３  改修計画策定の考え方 

変圧器、遮断器、断路器などの主回路設備については、概ね経年 40 年を目安として取替計画を策

定する。予算設定にあたっては、「取替計画策定の目安」（添付資料-8）に示す改修基準を目安に、当

該設備の障害状態を加味して決定する。 

変圧器は漏油の状態や温度上昇の傾向の有無、遮断器は、異臭・異音の状態、断路器は、過熱の状

態に特に注意する。既設に多く設置されている油遮断器は、事故遮断を多くすると、原理的にすすが

内部に蓄積されるため、設備更新に合わせて、メンテナンスが容易な真空遮断器を適用することが望

ましい。 

９－２－４  保全データ管理 

各変電所の各設備仕様（定格電流・電圧等のスペック、製造者、製造年等）を保管したものが一元

管理されておらず、一覧表も存在しない。また、 も重要な図面である単線結線図も竣工時のものし

かなく、部分更新後の状態を反映したものは存在しない。設備仕様データの管理は、設備実態の確実

な把握のために、常に 新データを登録しておく必要がある。今回、各変電所の「単線結線図」（添

付資料-4）および機器配置図（添付資料-4）を作成したので、これを設備更新の都度、修正をしてい

くことを推奨していく。 

また、マネジャーは、設備を個別に管理していく観点から、変電設備の巡視、改修、事故障害など

に関する保全経歴の記録を整理、保管するように、アドバイスをしていく。 

９－２－５  保全分析評価 

マネジャーは、保全業務遂行における問題点を継続的に改善するため、保全業務実績の分析評価を

行い、保全業務の質的向上を図る。 

Main office SCD Manager Staff

年度修繕計画（案）
作成

改良依頼
作成

年度改良計画（案）
作成

＜コミュニケーション＞
・改修⽅針協議・調整
・予算関係協議・調整

年度修繕計画
策定

年度改良計画
策定

改良・修繕実施
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巡視については、巡視計画と実績との差異を巡視実績から実施頻度の逸脱件数およびその要因を

分析するとともに、実施頻度逸脱時に行った処置内容の妥当性を評価し、次年度の巡視計画への反映

および業務ルール改善を行う。 

事故障害については、事故障害報告書から、発生件数と増減傾向、発生要因を分析するとともに、

発生時に行った処置の妥当性を評価し、次年度の巡視計画、改修計画へ反映するとともに機器の巡

視・更新時期・取替目安などの業務ルールの改善を行う。 

９－２－６ 設備維持管理業務に関する改善提案 

（１）現行の組織体制では、SCD が送電設備や配電設備の巡視時に発見した設備異常の対応を PDD

へ依頼しているものの、いつ改修が完了したのかを把握できていないため、次の巡視時に同様

の依頼を PDD へ繰り返している。このため、設備の健全性を管理できていない問題が生じて

いる。このため、送電設備および配電設備については、専門的な知見を有する PDD が巡視、

改修を行うような業務分担の見直しを行うことが望ましい。その一方で、SCD は、変電設備に

関する巡視を行っていないため、重大事故を未然に防止する観点から変電設備に関して巡視

を行い、記録し、必要な改修計画や予算要求の策定に資することが望ましい。 

（２）アイメリーク変電所で、既設変圧器の油取替作業を行っている状況を視察したが、変圧器一次

側架線切り離し作業の前の検電が実施されていない状況であった。今後将来的に設備の点検

を行うような機会が増えると思われるが、その際、安全を確保する、安全を確認した後に作業

に着手するといった、安全文化の醸成が必要である。 

９－２－７  設備維持管理業務定着化に向けた取り組みと成果 

（１）巡視業務の定着化 

＊取り組み 

PPUC では変電設備に関する巡視を行っていなかったため、設備状況の把握ができず重大事故

を未然に防止する仕組みが形成されていなかった。そこで巡視時に確認が必要な項目について

設備ごとにリスト化した巡視チェックリスト（別添-1 参照）を、PPUC 内の各変電所用に作成し

た。巡視チェックリストを PPUC へ提供するとともに、巡視業務に同行し、巡視時の注意事項

（変圧器については漏油状態や温度上昇の有無、遮断器については異音や異臭、断路器について

は過熱状態など）について指導し、また必要に応じて適宜フォローを実施することで巡視業務の

定着化を図った。また巡視データを巡視チェックリストの記録・保管を実施し、設備状態のトレ

ンドを定期的に確認することで重大事故を未然に防止および設備改修計画、予算要求に活用す

ることを提言した。 

＊成果 

指導および必要に応じたフォローの実施により、PPUC 単独にて各設備に応じた巡視業務を安

全に実施できるようになった。また、提供した巡視チェックリストの活用による巡視データの記

録・保管を実施することにより、各設備状態の把握が可能となり、設備維持管理能力の向上およ

び重大事故を未然に防止する仕組み形成につながった。また PPUC 独自で巡視スケジュールを

作成し、各変電所 1 回/月の巡視業務を着実に実施できており、巡視業務の定着化が図れた。 
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図 9-2-7.1 巡視チェックリストの例（PPUC 記載） 

 
図 9-2-7.2 巡視業務技術移転の様子 
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（２）変電設備メンテナンスの慫慂 

＊取り組み 

PPUC では変圧器設置以降、吸湿呼吸器（変圧器の絶縁油が吸湿により劣化するのを防止する

乾燥剤）の取替を行っておらず変色しており、変圧器の絶縁性が確保できず設備維持に支障を来

たす恐れがあった。そこで、吸湿呼吸器取替の必要性を提言するとともに吸湿呼吸器の供与・取

替を行った。変圧器の絶縁性確保のため今後も定期的な取替を実施することを提言した。 

また、断路器等の変電設備においても設置以降メンテナンスを実施していなかったため、錆が

顕著であり、接触不良により導電性が確保できず安定供給に支障を来たす恐れがあった。そこで

電力設備メンテナンス用のグリースを供与し、グリース塗布による定期的なメンテナンスを慫

慂し設備保全の定着化を図った。 

＊成果 

吸湿呼吸器の交換作業および変電設備へのグリース塗布によるメンテナンスを実施すること

で設備維持を図るとともに、設備維持のためのメンテナンスの必要性について理解を図れた。 

 

 

  
  取替前 取替後 

図 9-2-7.3 吸湿呼吸器取替の様子  図 9-2-7.4 吸湿呼吸器の取替前後 

（３）安全文化の醸成 

＊取り組み 

PPUC で停電作業着手前の検電が実施されていない状況を踏まえ、図 9-2-7.5 のような充電検

出器※を供与し使用方法・目的について説明するとともに、巡視等の現場作業時には充電検出器

を常に携帯しておくことを提言した。 

＊成果 

巡視時も含めて現場作業時における充電検出器の携帯が徹底されており、安全に対する意識

向上が図れた。また送配電設備を管轄する他部門（PDD）にも水平展開されており、PPUC 全体

として安全文化の醸成を図れた。（※充電検出器：充電箇所に近づくと発光と発信により通知する

検電補助器） 
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図 9-2-7.5 充電検出器 

（４）故障計算講義の実施 

＊取り組み 

系統事故時の故障電流の算定や保護リレー整定、遮断器における定格遮断電流の選定等に必

要となる％Z（パーセントインピーダンス）法の概要、％Z 法を用いた故障電流計算方法、事故

点算定方法について、SCD、PDD を対象に演習を含めた講義を実施した。 

＊成果 

故障計算に関する基本的な内容について演習を交えた講義を実施することで、PPUC 内の技術

計算スキルおよび知識の向上を図れた。今後 PPUC 内で本スキル・知識を水平展開することを提

言した。 

  
図 9-2-7.6 講義の様子 図 9-2-7.7 演習の様子 
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